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重 要 事 項 説 明 書 

ケアプランニング結い杉並  訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防･生活支援サービス事業 

              （ ２０２４ 年 ４ 月 １ 日 現在 ） 

 

１． 営業時間   

月曜日～金曜日（祭日、１２月２９日～１月３日を除く） 

        ９:００～１８：００ 

 

２．当社が提供するサービスについての相談窓口  

９：００～１８：００  TEL ０３－５３０５－０８８２ 

        管理者・サービス提供責任者 田主松 千代子    

       サービス提供責任者     吉開あづさ 

       ※ ご不明の点はなんでもおたずねください。 

 

３．ケアプランニング結い杉並の概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 ケアプランニング結い杉並 

所在地 杉並区成田東５－４２－２ グランシャリオ１F 

介護保険指定番号 訪問介護    １３７１５０１５６８ 

サービスを提供する地域 杉並区 

利用できるサービスの種類 
介護保険による訪問介護、杉並区による 1 号事業（介護予防訪問介

護、自立支援訪問介護）その他介護保険外自費サービス 

※ 上記以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

（２）杉並事業所の職員体制                    

  資 格    常 勤     非 常 勤     業 務 内 容         計 

管 理 者          1名  管理,請求事務 １名 

サービス提供責任者 

介護福祉士 

実務者研修修了 

１級終了 

1名 

１名 

1名 

 
訪問介護 

計画作成 
3名 

 訪問介護員 常勤・非常勤 常勤換算 ２．５人以上  

（３）サービスの提供時間帯 

   月曜日～土曜日  ９：００～１８：００ （日曜、早朝、夜間はご相談下さい） 

 但し１２月２９日～翌１月３日を除く  

 

４．訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防・生活支援サービスの特徴等 

運営の方針 

（１）事業所の訪問介護員等は、要介護、要支援状態等 心身の特性を踏まえて、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる

援助を行います。 

（２）事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図 

り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

５．サービスの利用について 

（１）サービスの利用開始…まずはお電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。 
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訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防・生活支援サービス事業と同時に契約を結び、居宅介護

サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防・生活支援サービス事業に基づいて訪問介護サー

ビスの提供を開始します。ケアマネジャーに居宅介護サービス計画を依頼している場合は、事前に

ケアマネジャーとご相談下さい。 

 

６．サービス内容 

（１）身体介護 ・食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・身体整容・衣服の着脱・体位交換・歩行介 

         助・移動、移乗の介助・自立支援に位置づけられた共に行う家事・服薬確認等 

   ※ 労働衛生上、利用者様を持ちあげる等介護員の身体に過重な負荷がかかるサービスはお受け

できません。この場合福祉用具の利用等負担軽減のための措置をお願いします。 

（２）生活援助 ・買物 ・調理 ・掃除 ・洗濯 ・薬の受け取り等 

サービス区分とサービス内容 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問介護計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画（ケアプ

ラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、

援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作

成します。 

身

体

介

護 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助 
入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行い

ます。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

特段の専門的配慮を

もって行う調理 

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食（腎臓病食、

肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛

風食、嚥下困難者のための流動食等）の調理を行います。 

更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 

身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 

体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 

移動･移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 

自立生活支援・重度

化防止のための見守

り的援助 

○ 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、

配膳、後片付け（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。）を

行います。 

○ 入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のた

めの声かけ、気分の確認などを含む。）を行います。 

○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守

り中心で必要な時だけ介助）を行います。 

○ 自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行

わずに、側で見守り、服薬を促します。 

○ 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら掃除、整

理整頓を行います。 

○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。

（介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。） 

○ 車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物

を選べるよう援助します。 

○ 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を

促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。  
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生
活
援
助 

買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

 

７．介護現場、職場でのハラスメントの対策 

  当事業所の職員及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないように 

  下記の取り組みを行います。 

（１）円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する 

（２）特に役職者においては、ハラスメントに十分な配慮を行う。 

（３）介護現場におけるハラスメント防止の為に利用者様、ヘルパー、事業者、地域包括支援センター

等と日頃から連絡を密にとり、情報を共有し適切にサービスが行われるように努める。 

（４）ハラスメント防止の為の研修の実施、相談窓口の設置等の対策をとる。 

 

８．介護サービスの利用にあたっての留意事項（訪問介護員は以下の行為はできません） 

（１）医療行為 

（２）利用者又は家族からの金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

（３）利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

（４）利用者の同居家族に対するサービス提供（直接本人の援助に該当しない行為） 

（５）利用者の日常生活に該当しないサービス提供（大掃除、庭掃除、草取り、窓ふき、動物の世話等） 

（６）利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

（７）身体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するた 

  め緊急やむをえない場合を除く） 

（８）その他利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

９．介護サービスの利用にあたってお客様にご留意頂きたい事項（ハラスメントの防止等について） 

（１）以下の行為は行わないでください 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

② 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりす

る行為）  

③ 職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性

的な嫌がらせ行為） 

④ 従業者に対する贈物、飲食のもてなしはお受けできません 

（２）サービス提供時にはペットをゲージに入れる、又は首輪でつなぐなどの保護をお願いします 

 

１０．利用料金 

  訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防・生活支援サービス事業、保険外サービス、キャンセル料

等については料金表を参照してください。 

（１）サービス提供責任者が初回訪問をし、介護計画を立てさせていただきます。初回訪問時と２ヶ月

以上の期間をあけて訪問介護のご利用を再開する場合には初回加算が加算されます。（介護予防

訪問介護、介護予防・生活支援サービスも同じ） 

（２）緊急時に利用者、または家族等から要請を受けて２４時間以内に訪問した場合（身体介護中心型

に限る）１回ごとに緊急時加算が加算されます。（緊急事態が予想される場合にはケアマネジャ

ーに事前にご相談下さい） 

（３）基本料金に対して、早朝(６：００～８：００)・夜間(１８：００～２２：００)帯は ２５％増
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しとなります。    

（４）生活機能向上連携加算は訪問リハビリ実施時にサービス提供責任者が同時に訪問し、共同で訪問

介護計画を作成した場合に算定させていただいます。生活機能向上連携加算にはⅠとⅡがありあ

ります。料金表で確認してください。 

（５）ケアプラン上で必要と認められかつ、お客様の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分の料

金となります。  

（６）介護の内容が身体介護と生活援助の両方を含む場合は、はじめ２０分その後２５分ごとにそれぞ

れのサービスにかかった時間の割合で料金が算定されます。 

（７）身体介護に引き続き生活援助が行われた場合生活援助の時間によって料金が異なります。 

（８）上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス

計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。 

その他 

（１）お客様の住まいでサービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の費用はお客様のご負

担になります。 

（２）利用料金のお支払方法・・・毎月、２０日までに前月分の請求をいたしますので、請求書が届き

ましたら届いた月の月末までにお支払い下さい。 

お支払いいただきますと、領収書を発行します。お支払方法は、郵便振替・口座振替・銀行振

込・現金集金、の４通りの中からご契約の際に選べます。 

 

１１．サービスの期間と終了 

（１）サービスの提供機関 

  契約締結日から要介護期間の満了日までとします。終了期間満了日までに利用者からの申し出がな

い場合は自動更新とします。 

（２）サービスの終了 

１）お客様のご都合でサービスを終了する場合。サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申

し出下さい。 

２）当社の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は終了１ヶ月前までに文書で通知します。 

３） 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   ① 要介護認定が自立になった場合。 

   ② お客様が介護保険施設に入所した場合。 

   ③ サービスの提供がなく、お客様からの連絡がない状態が６か月以上続いた場合。 

   ④ お客様がお亡くなりになった場合。 

４）その他 

① 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族

などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客様は

文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

② お客様が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも

かかわらず催告した月の月末までに支払わない場合。 

③ お客様やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信

行為を行った場合。上記 ９．の （１）～（２）に該当した場合、認知症状態ではないの

に故意に暴力をふるう、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラス

メント等を行う場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了させて頂く場合も

ございます。 
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１２．緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親

族、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等へ連絡をいたします。 

主治医 
医療機関（医師名）  

連 絡 先         

ご家族 
氏 名         

連 絡 先         

 

１３．自然災害対策 

  事業者は、自然災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画を作成し研修及び訓練を行います。ま 

  た、常に関係機関と連絡を密にし、自然災害その他緊急の事態には必要な措置を講じます。 

 

１４．秘密の保持 

事業者は、個人情報の使用に関しては、契約書第１０条と【契約書別紙２ 個人情報保護】の方

針にのっとり利用者の秘密を保持し、個人情報を保護します 

 

１５．身体拘束の適正化 

  原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 

  ただし、下記のとおり、緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合は事前に利用者及び 

その家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状 

況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

①  緊急性：直ちに身体拘束を行わなければ、利用者または他人の生命・身体に危険が及ぶこと 

が考えられる場合 

② 非代替性：身体拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に危険が及ぶ事を防止すること

ができない場合 

③ 一時性：利用者または他人の生命。身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は直ちに

身体拘束を解く 

 

１６．高齢者虐待防止 

事業者は利用者の人権の擁護・虐待防止等の防止の為に次に掲げる通りの措置を講じます。研修等 

を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努め、虐待防止委員会（※）を設置しま

す。個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。従業者が支援にあたっての悩みや苦労

を相談できる体制を整えるほか、 

従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（※）虐待防止委員会は苦情相談窓口と兼務し担当者は虐待防止委員会を兼務する。 

   虐待防止委員会は必要に応じて委員会を指名、招集し高齢者の虐待防止に努める。 

 

１７．感染症の予防及び、蔓延防止のための対策 

  事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。感染症の発生、

その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、その結果について従業員に周知します。他、

指針の整備、研修を実施します。また新たな感染症発生時に対しては業務継続計画に基づいて対応し

ます。 
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１８．天災等不可抗力 

  契約の期間中、地震、噴火等の天災、その他事業所の攻めに帰さない事由により本サービスの実施が

できなくなった場合には、以後、事業者は利用者に対して本サ－ビスを提供すべき義務を負いませ

ん。また、大雪、大雨、強風等悪天候の場合は、訪問時間の遅延もしくは中止となる場合があります。 

 

１９．第三者評価について 

 任意の外部調査機関による、事業所の選択を支援する目的の第３者評価は実施していませんが、法令 

で定められた、利用者の介護サービス事業所の選択(比較検討)を支援することを目的とした、サービ 

スの公表は厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で公表しています。 

 

２０．サービスの内容に関する苦情 

  当社お客様相談・苦情担当（虐待防止委員会、相談窓口兼務） 

杉並事業所（杉並区担当）  電話０３－５３０５－０８８２ 

     管理責任者      田主松 千代子   

 サービス提供責任者  田主松 千代子、吉開 あづさ           

  当社以外の苦情相談窓口 

（ケア２４阿佐谷 ０３-３３３９-１５８８）（ケア２４成田 ０３-５３０７-３８２２） 

（ケア２４松ノ木 ０３-３３１８-８５３０）（国民健康保険団体連合会０３-６２３８-０１７７） 

（東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局０３－５２８３－７０２０）                       

 

２１．当社の概要 

  名称・法人種別   有限会社 ケアプランニング結い 

  代表者役職・氏名  代表取締役 荒井 養子 

  本社所在地     〒178-0063 東京都練馬区東大泉３－２２－１５シンフォニープラザ１Ｆ 

  電話番号      ０３－５９３３－２１００  

 事業所数等  

訪問介護事業所：２ヵ所、 

   ・ケアプランニング結い 訪問介護事業所          ０３－５９３３－２１００ 

    住所：東京都練馬区東大泉 3－22－15シンフォニープラザ１F        

 

・ケアプランニング結い杉並 訪問介護事業所        ０３－５３０５－０８８２ 

    住所：東京都杉並区成田東 5－42－2グランシャリオ１F 

   

居宅介護支援事業所：２ヵ所、 

   ・ケアプランニング結い 居宅介護支援事業所        ０３－５９３３－２１００ 

    住所：東京都練馬区東大泉 3－22－15シンフォニープラザ１F 

 

   ・ケアプランニング結い杉並 居宅介護支援事業所       ０３－５３０５－０８８２ 

    住所：東京都杉並区成田東 5－42－2グランシャリオ１F 

 

通所介護事業所：１ヵ所   

 ・結いの家・みかんの木         ０４２－４３９－７８８３ 

   住所：東京都西東京市下保谷５－１２－１３ 

 

ホームページ   https://www.careyui.com/ 

https://www.careyui.com/
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契約書別紙１ 料金表 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 ２０２４年４月１日改定

単位数 １割負担額

163単位 186円

244単位 278円

387単位 441円

567単位 646円

82単位 93円

179単位 204円

220単位 251円

初回加算 200単位 228円

緊急時訪問介護加算 100単位 114円

生活機能連携向上
加算Ⅰ,Ⅱ

Ⅰ100単位、Ⅱ200単位 Ⅰ114円、Ⅱ228円

介護職員等ベースアップ等支援加算
加算率2.4％（利用者負担の算出方法は上記介護職員
処遇改善加算と同じです。）

利用者負担１割分の計
算方法

利用者負担の算出方法のとおり

※１　新規ご利用の利用者様又は２ヶ月間サービスのご利用が無いご利用者様に対して、サービス提供責任者が訪問介
護計画書を作成し、ヘルパーに同行又は自ら訪問介護を提供した時に算定

※２　ご利用者様又はご家族様から要請を受け、ケアマネジャーが必要と認めた時に居宅サービス計画にない日時に緊
急で訪問介護を提供した場合に算定

※３、Ⅰリハビリテーションを実施している医療機関の理学療法士等から助言を受ける体制があり、サービス提供責任者が生活機能向上を
目的とした訪問介護計画書を作成した月に算定。Ⅱ　理学療法士等がご利用者様のお宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行又は
利用者の居宅を訪問した後に共同でカンファレンスを行い生活機能の向上を目指した訪問介護計画を作成し、理学療法士等と連携しその訪
問介護計画書に基づく訪問介護が提供された場合、訪問介護が行われた日の属する月以降３ヶ月間算定。

※４　自立生活支援のための見守り的援助（声かけ、疲労の確認等）、外出の介助（安全の声かけ、見守り等）

介護職員処遇改善加算Ⅰ

（①+②の単位数×サービス加算率（13.7％）×
11.40（1円未満の端数は切り捨て）の1割（負担割合
は収入によって異なります。算出方法は上記利用者
負担の算出方法と同じです。）

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ
加算率4.2％（利用者負担の算出方法は上記介護職員
処遇改善加算と同じです。）

身体介護を行った後に引き続き２０分以
上の生活援助を行った場合、所要時間２
０分から計算して２５分を増すごとに

65単位 74円

②
加
算

下記説明※１

下記説明※２

下記説明※３

早朝・夜間加算
早朝（6：00～8：00）、夜間（18：00～
22：00）に訪問した場合

所定単位数×25％

深夜加算 深夜（22：00～6：00）に訪問した場合 所定単位数×50％

計画上必要と認められ、２人の訪問介護員が訪問した場合 所定単位数×200％

４５分以上

ケアプランニング結い杉並　訪問介護／介護予防・日常生活支援総合事業／自費サービス　 料金表　　

訪問介護　料金表　　( 要介護1～要介護５の方）

金額：単位数に地域区分１級地：単位数①基本の単位数＋②加算、に11.40（地域加算）をかけたものが金額になります(少数以下切捨
て）。利用者負担の算出方法：金額のうち保険負担分（９０％又は８０％又は７０％）を引いたものが利用者負担になります。利用者負
担割合は収入により異なります。

項目 所要時間及び内容

①
基
本

利用者負担は小数点
以下切り捨てにしてい
るため１ヶ月の合計単
位数で計算した場合
多少誤差が生じます。

身体介護（※４　自立生活支援のための見守り的援助を含む）が中心である場合

２０分未満

２０分以上３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上

１時間から計算して３０分増すごとに

生活援助が中心である場合

２０分以上４５分未満
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2

2－1）介護予防訪問事業（訪問型独自サービス）

単位数 １割負担 備考

１１７６単位 １，３４１円 週に1回程度

２３４９単位 ２，６７８円 週に2回程度

３７２７単位 ４，２４９円 週に3回程度

初回加算 上記説明※１ 200単位 ２２８円

生活機能連携向上加算 上記説明※3 100単位 1１４円

単位数 1割負担

自立支援訪問事業特定処遇改善加算Ⅱ

３　その他の費用

交通費

キャンセル料

４　介護保険外サービス（自費サービス　8：00～18：00）

早朝、6：00～8：00、夜間18：00～22：00の時間帯は25％割増。深夜22：00～6：00の料金は50％割増になります。

金額、利用者負担の算出方法は訪問介護料金表と同じです

介護予防・日常生活支援総合事業　　料金表　　（要支援１～要支援２の方）　２０２4年6月１日改定

利用者負担額の計算方法については訪問介護と同じ

です。2割負担3割負担についても同様です。

１ヶ月あたりの料金

①

基

本

額

杉並区・訪問型サービス（Ⅰ）

杉並区・訪問型サービス（Ⅱ）

杉並区・訪問型サービス（Ⅲ）

②

加

算
介護職員処遇改善加算Ⅰ 　訪問介護料金表の介護職員処遇改善加算Ⅰに同じ

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 訪問介護料金表の介護職員特定処遇改善加算Ⅱに同じ

介護職員等ベースアップ等支援加算 訪問介護料金表の介護職員等ベースアップ加算に同じ

①

基

本

額

訪問介護（45分以上）の生活援助（45分以上）を基

準に算定
２２５単位 ２５７円 45分から60分未満

利用者負担1割分の計算方法 訪問介護料金表の利用者負担1割分の計算方法に同じ

2－2）自立支援訪問事業

利用者負担額の計算方法については訪問介護と同じ

です。2割負担3割負担についても同様です。

1回あたりの料金

②

加

算

自立支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ 加算割合、算出方法は介護職員処遇改善加算Ⅰに同じ

加算割合、算出方法は介護職員特定処遇改善加算Ⅱに同じ

項　　　目 費　　　用

サービス実施地域以外に訪問する場合は実費を頂きます。

1500円（介護予防訪問介護　/　介護予防・日常生活支援総合事業を除く）

項　　　目 費　　　用

家庭内で行う家事　　 2,800円／時

身体介護、送り迎え、草取り、窓ふき等 4,400円／時

病院内、美容室内の付き添い（待ち時間）　 2,700円／時
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別紙２「個人情報の保護の方針と個人情報の利用について」 

 

当社では利用者の皆様により良い介護サービスを提供するために日々努力を重ねております。利用者

様の個人情報につきましても適切に保護し、管理することが重要であると考えております。個人情報の

大切さをスタッフが十分理解し、その取り扱いに万全を期するために個人情報保護方針を定め確実な履

行に努めます。 

 

１ 個人情報の収集について 

  当社が利用者様の個人情報を収集する場合、介護サービスに係わる範囲で行います。 

その他の目的に個人情報を利用する場合には利用目的を事前にお知らせしご了解を得 

た上で実施します。 

 

２ 個人情報の利用及び提供について 

  当社は利用者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的 

の範囲を越えて使用いたしません。 

① 利用者様の了解を得た場合 

② 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合 

③ 法令等により提供を要求された場合 

 

３ 個人情報の適正管理について 

  当社は利用者様の個人情報について正確かつ最新の状態に保ち、利用者様の個人情報 

の漏洩紛失、破壊、改ざん又は利用者様の個人情報への不正なアクセスを防止するこ 

とに努めています。 

 

４ 個人情報の確認、修正について 

 当社は利用者様の個人情報について利用者様から開示を求められた場合には、遅滞な 

く内容を確認し、適切に対応いたします。また内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合

も、調査し適切に対応いたします。 

 

５ 法令の遵守と個人情報の仕組みの改善 

  当社は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各 

項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。 

 

６ 問い合わせ窓口 

      ０３－５９３３－２１００     

有限会社  ケアプランニング結い 

      担当    荒井 養子  

 

 

 

 

 

 

 


